
 

令和3(2021)年度 

神田外語大学教員免許状更新講習 
＜選択必修領域＞（受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類 
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認定番号：令03-30115-300591号 
 

 

 

本講習は、 

Ａ)現職教員で令和4年3月31日及び令和5年3月31日に修了確認期限を迎える方で 

かつＢ－１)又はＢ－２)の方を対象に開講するものです。対象以外の方はお申込み

いただけませんのでご了解下さい。 

 

Ｂ－１)旧免許状（※１）をお持ちで下記の生年月日の方 

２）昭和５１年４月２日～昭和５３年４月１日生の方 

３）昭和４１年４月２日～昭和４３年４月１日生の方 

４）昭和３１年４月２日～昭和３３年４月１日生の方 

Ｂ－２)新免許状（※２）をお持ちの方 

 

 

教員免許更新制に関する詳細情報については、文部科学省ホームページ

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm をご覧下さい。 

 

※１平成 21年 3月 31日以前に初めて授与された免許状 

※２平成 21年 4月 1 日以降に初めて授与された免許状 

 
 

神 田 外 語 大 学 
 

   問い合わせ先             

教務部  教員免許更新講習係  

            〒 261-0014            

千葉県千葉市美浜区若葉１－４－１  

電話  ０４３－２７３－１３２０  

FAX  ０４３－２７３－１１９７  

                  e-mail: kyomu-info@ml.kuis.ac.jp 

                                 URL: http://www.kuis.ac.jp/  

 



本講習は、教育職員免許法、免許状更新講習規則（平成 20年文部科学省令第 10号）に基づき、＜選

択必修領域＞（受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に

応じ、選択して受講する領域）として開講します。  

 

１  受講できる方  

  以下の条件を全て満たす方のみとします。  

  １）小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の現職教員（教諭・養護教諭）  

  ２）令和４年３月３１日及び令和５年３月３１日に修了確認期限を迎える方でかつ、あ）又はい）に該当の方 

あ）旧免許状をお持ちの以下の生年月日の方。 

②昭和５１年４月２日～昭和５３年４月１日生の方 

③昭和４１年４月２日～昭和４３年４月１日生の方 

④昭和３１年４月２日～昭和３３年４月１日生の方 

い）新免許状をお持ちの方 

     ３）講習の全ての時限に参加できる方 

 

２  募集人員  

  ３５名程度（申込者が１０名未満だった場合には、開講を中止します。）  

 

３  出願の手順  

   出願を希望される場合は、以下のように手続きを進めて下さい。  

１．  神田外語大学ホームページにて募集要項を確認  

 

２．  参加申込みフォームの送信  

神田外語大学ホームページの「教員免許状更新講習」ページにある「講習参加申込み（受付）」

から参加申込みフォームに必要事項を記入して送信して下さい。  

 

３．  講習申込み（受付）の受付  

  参加申込みデータの受信確認後に大学より「講習申込み（受付）完了通知」を返信いたしま

す。  

 

４．  受講者の決定・開講の有無の発表  

申込者が募集人員を上回った場合は、申込み期限（５月１２日（水））後に抽選を行い、受

け入れ可能者を決定します（この場合には、本学卒業生を優先させていただきます）。また、

申込者が  １０名未満だった場合には、開講を中止します。  

受入の可否に関わらず受入結果を申込み時に登録した自宅住所宛に５月１７日（月）までに

発送します。  

 

受入の可否についての電話問合せは、お受けできませんので予めご了解下さい。  

 

５．  受講手続き  

 受入可能者には、「受入通知書」と「受講申込書」等の受講手続き書類を自宅住所宛に郵送し

ます。「受講申込書」（校長等所属長の証明＜署名と押印＞が必要です）及び写真（ ﾀﾃ 4cm X

ﾖｺ3cm裏面に氏名を明記）3枚の送付と受講料の納入をお願いします。「受講申込書」の不備や

「受講料」の納入がない場合は受講受入の取消を行う場合があります。   

 

６．  受講許可  

 「受講申込書」提出と「受講料」納入が確認された場合に「受講許可証」を郵送します。  

受講の際には「受講許可証」が必要となりますので、大切に保管して下さい。  

 

 

 



①  申込み期間（受付）  

  令和３ (2021)年５月６日（木）～５月１２日（水）  

②  受講者の決定（開講の有無を大学ホームページで発表後、受付結果を自宅住所宛に郵送）  

   令和３ (2021)年５月１４日（金）までに開講の有無を発表、  

５月１７日（月）受付結果発送  

③  受講手続き期間（受講申込書類の送付及び受講料の納入）  

   令和３ (2021)年５月１９日（水）～６月２日（水）  

④  受講許可書発送日  

令和３ (2021)年６月７日（月）  

⑤   講習期間  

  令和３ (2021)年８月２５日 (水 ) 

 

４  受講料・教材費について  

受講料 ６，０００円 

教材費 １，０００円 

     

「受入通知書」を受け取られた方は、上記費用を、③受講手続期間５月１９日（水）～  

６月２日（水）内に下記の口座へ電信扱いで振り込み、受講手続きを完了してください。  

なお、振り込み人氏名のあたまに識別番号「 MK」を付けてください。  例）「 MKカンダハナコ」  

 

    振込先：千葉銀行  幕張新都心支店  普通預金口座  ３０３６１８８  

        口座名 「学校法人佐野学園 佐野元泰」（ガッコウホウジン サノガクエン サノモトヤス） 

 

    手続きが完了されない場合は、抽選の結果受入可能者となっても取り消されることがあります。     

 

５  受講の取消と受講料の返還について（受講手続き後の教材費は返還できません。）  
 

  解除時期      返還額 

イ 受講手続き完了前（受講料納入前） 納入前なので、キャンセル料はかかりません。 

ロ 受講手続き完了後（受講料納入後） 

～８月２４日（火）１１：００まで 

  ５,０００円 

（受講料から手数料１，０００円を差し引いた額） 

ハ ８月２４日（火）１１：００以降 返還できません。 

 

６  受講上の注意事項  

①  本人確認については、「受講許可証」発行の際にお知らせします。  

講習は、全ての日程に参加していただく必要があります。欠席や遅刻、早退等で規定の時間

数を受講できなかった場合は、修了認定試験を受けることができません。したがって履修証

明書の発行はできませんのでご注意下さい。  

②  講習は全て Zoomによるリアルタイム配信にて行われます。使用方法を理解している方のみご

受講いただけます。  

Zoomによる講習に必要な受講環境（場所、機器類、インターネット環境）をご自身でご準備

ください。お申し込みの際にご確認をお願いします。  

資料は Word、 PDF等で配布される可能性があります。これらを添付して送受信できるメール

アドレスをご用意ください。  

 



７  修了認定試験  

  合格者には、「免許状更新講習履修証明書」（選択必修領域 6時間）を交付します。  

  免許更新時には合計 30時間（必修領域 6時間、選択必修領域 6時間、選択領域 18時間）の「免許

状更新講習履修証明書」を添付して申請することになりますので、大切に保管してください。  

 

８  事後評価アンケート  

   本講習の修了者には、「事後評価アンケート（免許状更新講習受講者評価書）」を実施します。

このアンケートは今後の免許更新講習の参考資料としますので必ずご提出下さい。  

 

９  不測の事態が発生した場合の措置  

災害の発生等不測の事態が生じた場合は、大学の判断により、開講時間の繰り下げ又は開講を

中止する場合があります。そのような場合には担当係   （０４３－２７３－１３２０）にお

問合せの上、開講の有無等を確認してください。  

 

１０  講習内容【同時双方向型（テレビ会議方式）】  

相対的貧困率やひとり親世帯の割合、外国籍児童生徒の割合等の推移をみると、学校をとりまく

状況は大きく変化している。本講義では、そうした学校をとりまく状況を各種統計資料から確認

したうえで、現代的教育課題に対応するための方途を、教員と福祉の専門職との連携、保護者と

の信頼関係の構築、学校組織全体で取り組む道徳教育といった視点から、受講者とともに探りた

い。  

 

＜各回の内容＞  

１）「社会的困難を有する子どもの現状と学校の課題」  

      知念  渉  神田外語大学外国語学部  専任講師  

 

２ )「保護者との協働体制構築の基礎基本」       

     嶋﨑  政男  神田外語大学外国語学部  客員教授  

 

３）「『特別の教科  道徳』の指導と評価」  

          松田  憲子  神田外語大学外国語学部  特任准教授



 

担当予定講師 講師の主要職歴 主な専門分野・業績 

嶋﨑 政男 

昭和 49年度 立川市立立川第二中学校教諭 
昭和 56年度 立川市立立川第四中学校教諭 
昭和 62年度 東久留米市教育委員会 指導主事 
平成  2年度 都立教育研究所学校教育 
                  相談研究室指導主事 
平成 5年度 多摩市立豊ヶ丘中学校教頭 
平成 8年度 杉並区立西宮中学校長 
平成 12年度 杉並区立天沼中学校長 
平成 16年度 福生市教育委員会指導室長、 
                  同委員会参事 
平成 19年度 立川市立立川第一中学校校長 
平成 24年度～神田外語大学外国語学部教授（～平成 26年度 3月） 
平成 27年度～神田外語大学外国語学部客員教授（現職） 

生徒指導、教育相談、 
学校経営 

松田 憲子 

平成 21年 4月 千葉県習志野市立谷津南小学校  
          教諭（平成 26年３月まで） 
平成 26年 4月 習志野市総合教育センター  
          指導主事（平成 27年 3月まで） 
平成 27年 4月 千葉県子どもと親のサポートセンター  
          研究指導主事（平成 30年 3月まで） 
平成 29年 5月 千葉大学教育学部非常勤講師 
          （平成 29年度「道徳教育」） 
平成 30年 4月 神田外語大学外国語学部 
          特任准教授（現職） 

道徳教育、教育相談 

知念 渉 

平成 24年 4月 大阪大学 人間科学研究科 教育環境学 
             実験演習Ⅱ・ⅢTA（～平成 25年 2月） 
平成 25年 9月 大阪労災看護専門学校 非常勤講師 
             （教育学担当）（～平成 26年 2月） 
平成 26年 5月 大阪大学人間科学研究科  
             助教 （～平成 29年 3月） 
平成 26年 10月 関西学院大学 非常勤講師 
          （学校の社会学担当）（～平成 28年 9月） 
平成 26年 10月 龍谷大学 非常勤講師 
         （学校教育社会学担当）（～平成 29年 3月） 
平成 28年 8月 奈良教育大学 非常勤講師 
         （教育調査法担当）（～平成 28年 9月） 
平成 29年 4月 神田外語大学 外国語学部 
          専任講師（現職） 

教育社会学、家族社会学 

 

 

 

 


